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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の送信アンテナを備えて、複数の受信アンテナを備えた複数の端末装置宛の信号に
空間多重を施して通信を行い、前記複数の端末装置に対して空間多重伝送を行うための送
信ウェイトに関する情報の前記複数の端末装置への通知を行わない基地局装置であって、
　前記送信アンテナと前記複数の端末装置それぞれとの間の伝搬路情報を、前記複数の端
末装置それぞれから受信する基地局受信部と、
　受信した前記伝搬路情報に基づいて、前記送信ウェイトの算出を行う送信ウェイト算出
部と、
　空間多重されて伝送される前記複数の端末装置宛の複数の情報信号に対し、前記送信ウ
ェイトを乗算する送信ウェイト乗算部と、
　前記送信ウェイトを乗算して空間多重した前記複数の情報信号と、前記空間多重された
複数の情報信号のうち各端末装置がそれぞれ復調すべき情報信号を特定する復調特定情報
とを送信する基地局送信部と、
を備えたことを特徴とする基地局装置。
【請求項２】
　前記復調特定情報と、前記複数の端末装置に通知する制御信号に含まれる他の情報とを
共用することを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項３】
　前記復調特定情報と、前記送信ウェイトを乗算した伝搬路推定用の信号とを共用するこ
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とを特徴とする請求項１に記載の基地局装置。
【請求項４】
　複数の受信アンテナを備え、複数の送信アンテナを備えて複数の端末装置宛の信号に空
間多重を施して通信を行い前記複数の端末装置に対して空間多重伝送を行うための送信ウ
ェイトに関する情報の前記複数の端末装置への通知を行わない基地局装置と通信する端末
装置であって、
　前記基地局装置より空間多重されて伝送される各端末装置宛の情報信号と、各端末装置
が復調すべき前記情報信号を特定する復調特定情報とを受信する端末受信部と、
　前記複数の受信アンテナで受信した前記情報信号を合成する合成部と、
　前記復調特定情報を用いて、前記合成した受信情報信号のうち自身宛の所望情報信号を
検出し、前記検出した所望情報信号を復調する復調部と、
を備えたことを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＩＭＯ伝送等における複数の送信アンテナを有する基地局から複数の受信
アンテナを有する端末装置宛に空間多重を施した信号を伝送する基地局装置及び端末装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラシステムにおけるデータ通信量の増加に伴う周波数資源の逼迫を解決するために
、高い周波数利用効率と高速伝送を実現する技術として、基地局に備えられた複数の送信
アンテナを用いて複数の送信信号を空間多重するダウンリンクＭＩＭＯ（Multiple‐Inpu
t Multiple‐Output）伝送の研究が盛んに行われている。このダウンリンクＭＩＭＯ伝送
のうち、複数のアンテナを有する単一端末宛に複数の送信信号を空間多重するＳｉｎｇｌ
ｅ　Ｕｓｅｒ‐ＭＩＭＯ（ＳＵ‐ＭＩＭＯ）は各端末の最大伝送速度を向上するために必
須の技術であるが、端末が備えるアンテナ数の制限により、基地局が有する送信アンテナ
を有効に活用できない可能性がある。これに対し、図８に示すように、複数の端末２００
０ａ，２０００ｂ，２０００ｃ宛の送信信号を空間多重して同時に伝送するＭｕｌｔｉ　
Ｕｓｅｒ‐ＭＩＭＯ（ＭＵ‐ＭＩＭＯ）は、各端末２０００ａ，２０００ｂ，２０００ｃ
が備えるアンテナ数が少ない場合にも基地局１０００側のアンテナを有効に活用すること
が可能であり、セルスループットを向上させる技術として注目されている。
【０００３】
　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送では、複数端末宛の信号を同一リソースで伝送するため、各端末の
受信信号が干渉し合わないよう、基地局側で予めプリコーディングを施して伝送する必要
がある。このプリコーディング方法としては、大別して、複数の送信信号に線形ウェイト
を乗算する線形プリコーディングと、送信信号から既知の干渉信号を逐次減算した後に線
形ウェイトを乗算する非線形プリコーディングがあるが、線形プリコーディングは非線形
プリコーディングと比較して特性はやや劣化するものの、非常に簡易な処理により複数の
信号の空間多重を実現することができる。
【０００４】
　線形プリコーディングには幾つかの種類があるが、各端末で受信される信号と所望信号
の平均２乗誤差を最小とする線形ＭＭＳＥ（Minimum Mean Square Error）プリコーディ
ングは、比較的簡易な処理で良好な伝送特性が得られる方式である。ここで、基地局が４
つの送信アンテナを有し、それぞれ２つの受信アンテナを有する４端末に対する信号を空
間多重する場合の線形ＭＭＳＥによるウェイトＰＭＭＳＥを以下に示す。但し、各端末が
有する２つの受信アンテナのうちの１つと基地局が有する４アンテナとの間の伝搬路状態
を各端末は基地局に通知するものとする。各端末からそれぞれ通知された伝搬路をまとめ
て表す行列をＨとすると、ウェイトＰＭＭＳＥは次式で表される。
【０００５】
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【数１】

【０００６】
　但し、Ｈ＝［Ｈ１１

Ｔ　Ｈ２１
Ｔ　Ｈ３１

Ｔ　Ｈ４１
Ｔ］Ｔであり、Ｈｍｎは端末ｍの

アンテナｎと基地局の４アンテナとの間の伝搬路を表す１行４列のベクトルである。また
、ξは平均雑音電力対信号電力比であり、Ｉｋ×ｋはｋ行ｋ列の単位行列を示している。
ここで、端末宛の信号ベクトルをｘ＝［ｘ１

　ｘ２
　ｘ３

　ｘ４］Ｔとすると、基地局に
伝搬路を通知した各アンテナで受信された信号をまとめた受信信号ベクトルｙ＝［ｙ１１
　ｙ２１

　ｙ３１
　ｙ４１］Ｔは、ｙ＝ＨＰＭＭＳＥｘ＋ｚと表される。但し、ｚ＝［ｚ

１１
　ｚ２１

　ｚ３１
　ｚ４１］Ｔは端末ｍのアンテナｎで加わる熱雑音を表すベクトル

である。
【０００７】
　このような線形ウェイトＰＭＭＳＥを各端末宛の信号に乗算して伝送することにより、
各端末宛の信号が受信側で互いに干渉し合うユーザ間干渉を抑圧し、複数の端末宛の信号
を空間多重することが可能となる。このように空間多重された信号を受信する端末ｍでは
、それぞれアンテナ１で受信される信号を復調することにより所望の情報を得ることがで
きるが、各端末はそれぞれ２つずつの受信アンテナを有しており、基地局での空間多重処
理の対象となっていないアンテナ２においても何らかの信号が受信される。このアンテナ
２で受信される信号は、基地局での空間多重処理の対象となっておらず、ユーザ間干渉が
非常に多く含まれる信号となるため、各端末のアンテナ２で受信された信号を復調しても
所望信号を正しく得ることはできない。しかし、この信号にも所望信号成分が含まれるた
め、アンテナ１で受信された信号と適切に合成し、合成した信号を復調することにより、
アンテナ１のみで受信された信号を復調する場合に比べ、良好な受信特性が得られること
が知られている（非特許文献１）。
【０００８】
　ここで、端末ｍの２つのアンテナで受信される受信信号ベクトルｙｍ＝［ｙｍ１

　ｙｍ

２］Ｔは、ｙｍ＝ＨｍＰＭＭＳＥｘ＋ｚｍと表される。但し、Ｈｍ＝［Ｈｍ１
Ｔ　Ｈｍ２

Ｔ］Ｔであり、ｚｍ＝［ｚｍ１
　ｚｍ２］Ｔは端末ｍにおける熱雑音ベクトルである。こ

のような受信信号に対して、非特許文献１に示す合成方法では、次式で示される受信ＭＭ
ＳＥウェイトを乗算して合成を行う。この受信ウェイトは、各端末で受信される信号と基
地局から送信される所望信号ベクトルの平均２乗誤差を最小とするものである。
【０００９】
【数２】

【００１０】
　端末ｍにおける受信ウェイト乗算後の信号はＷｍｙｍ＝Ｗｍ（ＨｍＰＭＭＳＥｘ＋ｚｍ

）と表され、この受信ウェイト乗算後の信号のうちｍ番目の信号が端末ｍの所望信号とな
る。各端末では、２つのアンテナで受信された信号をこのように合成することにより、基
地局側で空間多重されていないアンテナで受信された信号に含まれる所望信号成分を合成
することが可能となり、１つのアンテナで受信した信号を復調する場合に比べ、良好な受
信特性を得ることができる。
【００１１】
　また、一般に、端末における伝搬路Ｈの測定時と、その測定された伝搬路Ｈに基づく線
形ウェイトを用いた空間多重伝送時には時間差があるため、端末が移動している場合等は
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伝搬路が時間的に変動し、ユーザ間干渉が抑圧しきれないという問題が生じるが、非特許
文献１で示されている合成方法は、２つのアンテナで受信された信号を、実際の空間多重
伝送時の伝搬路状態に基づいて合成する方法であるため、このような伝搬路の時間変動に
より生じるユーザ間干渉の抑圧にも効果的であるとされている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】“Interference Cancellation for Downlink MU‐MIMO,” IEEE 802.11
 09/1234r0, Nov. 2009.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　非特許文献１に示されている受信ウェイトを用いて、２つのアンテナで受信された信号
を合成することにより、１つのアンテナで受信した信号を復調する場合に比べ、良好な受
信特性を得ることができるが、各端末における受信ウェイト乗算後の信号はベクトルとし
て算出され、先に述べたように、端末ｍでは、このベクトルのｍ番目の信号が所望信号、
それ以外の信号が非所望信号となる。したがって、各端末は、算出された信号ベクトルの
うち、自身の所望信号が何番目に位置するかということを把握しておかなければ、信号を
正しく復調することができないという問題がある。
【００１４】
　本発明は、斯かる実情に鑑み、各端末が有する複数の受信アンテナで受信された信号を
ＭＭＳＥ合成する場合に、合成後に得られた信号ベクトルにおける所望信号の位置を各端
末がそれぞれ把握することが可能となる基地局装置及び端末装置を提供しようとするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、複数の送信アンテナを備えて、複数の受信アンテナを備えた複数の端末装置
宛の信号に空間多重を施して通信を行い、前記複数の端末装置に対して空間多重伝送を行
うための送信ウェイトに関する情報の前記複数の端末装置への通知を行わない基地局装置
であって、
　前記送信アンテナと前記複数の端末装置それぞれとの間の伝搬路情報を、前記複数の端
末装置それぞれから受信する基地局受信部と、受信した前記伝搬路情報に基づいて、前記
送信ウェイトの算出を行う送信ウェイト算出部と、空間多重されて伝送される前記複数の
端末装置宛の複数の情報信号に対し、前記送信ウェイトを乗算する送信ウェイト乗算部と
、前記送信ウェイトを乗算して空間多重した前記複数の情報信号と、前記空間多重された
複数の情報信号のうち各端末装置がそれぞれ復調すべき情報信号を特定する復調特定情報
とを送信する基地局送信部と、を備えたことを特徴とするものである。
【００１６】
　ここで、前記復調特定情報と、前記複数の端末装置に通知する制御信号に含まれる他の
情報とを共用するものであってもよいし、前記復調特定情報と、前記送信ウェイトを乗算
した伝搬路推定用の信号とを共用するものであってもよい。
【００１７】
　また、本発明は、複数の受信アンテナを備え、複数の送信アンテナを備えて複数の端末
装置宛の信号に空間多重を施して通信を行い前記複数の端末装置に対して空間多重伝送を
行うための送信ウェイトに関する情報の前記複数の端末装置への通知を行わない基地局装
置と通信する端末装置であって、
　前記基地局装置より空間多重されて伝送される各端末装置宛の情報信号と、各端末装置
が復調すべき前記情報信号を特定する復調特定情報とを受信する端末受信部と、前記複数
の受信アンテナで受信した前記情報信号を合成する合成部と、前記復調特定情報を用いて
、前記合成した受信情報信号のうち自身宛の所望情報信号を検出し、前記検出した所望情
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報信号を復調する復調部と、を備えたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明を用いることにより、複数の端末宛の送信信号を空間多重により同時に伝送する
システムにおいて、各端末が有する複数の受信アンテナで受信された信号をＭＭＳＥ合成
する場合に、合成後に得られた信号ベクトルにおける所望信号の位置を各端末がそれぞれ
把握することが可能となり、各端末は自身宛の所望信号を復調することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】第一の実施形態におけるＭＵ－ＭＩＭＯの無線通信システムを示す図である。
【図２】第一の実施形態におけるフレームフォーマットを示す図である。
【図３】第一の実施形態における基地局を示すブロック図である。
【図４】第一の実施形態における端末を示すブロック図である。
【図５】第二の実施形態におけるフレームフォーマットを示す図である。
【図６】第三の実施形態におけるフレームフォーマットを示す図である。
【図７】第三の実施形態における端末を示すブロック図である。
【図８】従来のＭＵ－ＭＩＭＯの無線通信システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。
【００２３】
　（第一の実施形態）
　まず、本実施の形態で対象とするＭＵ‐ＭＩＭＯシステムの一例を図１に示す。図１に
示すように、本実施の形態で対象とするＭＵ‐ＭＩＭＯシステムでは、複数の送信アンテ
ナを有する基地局１００が、複数の受信アンテナを有する端末２００ａ，２００ｂ，２０
０ｃ，２００ｄ宛の異なる信号に空間多重を施して同一リソースで伝送を行う。但し、空
間多重の対象となる全端末２００ａ～２００ｄの受信アンテナの合計が、基地局１００が
有する送信アンテナ数よりも多く、基地局１００では、各端末２００ａ～２００ｄが有す
る複数の受信アンテナのうちのいずれかを空間多重の対象として、それらの対象となるア
ンテナで受信される信号に対するユーザ間干渉が抑圧されるように送信処理を行う。なお
、図１では端末数が４つであるが、これに限るものではない。
【００２４】
　図１に示す例では、空間多重の対象となるアンテナはそれぞれ３０－１の番号を付した
アンテナであり、空間多重の対象とならないアンテナは３０－２の番号を付したアンテナ
となっている。この図１では、基地局１００は４つの送信アンテナ１６－１～１６－４を
、各端末２００ａ，ｂ，ｃ，ｄはそれぞれ２つずつの受信アンテナ３０－１，３０－２を
有し、各端末宛にそれぞれ１ストリーム（信号系列）ずつを基地局１００から伝送する構
成となっているが、これに限らず、例えば、端末が３以上の受信アンテナを有しても良く
、そのような場合に、１つの端末宛に２以上のストリームを伝送する構成としても良い。
但し、各端末に伝送されるストリーム数は、各端末がそれぞれ有する受信アンテナ数未満
とし、１つの端末宛に伝送される複数ストリームはそれぞれ分離されて端末で受信される
ものとする。また、基地局が備える送信アンテナ数は４つに限らず、複数の送信アンテナ
を備えていればよい。また、システムによっては、基地局が備える複数の送信アンテナ全
てが常に伝送に用いられるとは限らず、基地局において幾つかの送信アンテナが選択され
て用いられ、選択されなかった送信アンテナからは信号が送信されないといった場合もあ
る。そのような場合には、本発明では、空間多重の対象となる全端末の受信アンテナの合
計が、基地局において伝送に用いられる送信アンテナ数（選択された送信アンテナ数）よ
りも多い状況を対象としている。
【００２５】
　このようなＭＵ‐ＭＩＭＯシステムを対象とし、本発明による第一の実施形態では、各
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端末がそれぞれ復調すべき所望信号の位置を基地局から明示的に通知する方法について示
す。まず、本実施の形態における所望信号の位置の通知方法を用いる場合のフレームフォ
ーマットを図２に示す。但し、本実施の形態ではＩＥＥＥ　８０２．１１等の無線ＬＡＮ
システムを対象としており、図２に示すフレームフォーマットは、無線ＬＡＮシステムに
おけるフレームを簡略化したものである。無線ＬＡＮシステムにおいては、基地局はアク
セスポイントと呼ばれることもあり、また、複数の端末のうち、ある端末が他の端末の通
信を管理、中継するようなシステムにおいては、管理を担う端末が基地局またはアクセス
ポイントとして機能することとなる。
【００２６】
　図２に示すように、本実施の形態におけるフレームは、プリアンブル、制御信号及び、
空間多重されたデータ信号から構成される。但し、ここでは、プリアンブルと制御信号は
空間多重されていないものとする。フレームを構成するこれらの信号のうちプリアンブル
は、同期タイミングの検出用や伝搬路推定用に用いられる送受信装置間で既知の信号であ
り、パイロット信号やリファレンス信号と呼ばれることもある。また、制御信号は、後続
するデータ信号の宛先となる端末のＩＤ等を示す信号であり、各端末は、まずこの制御信
号を復調し、その復調結果に基づいてデータ信号の復調を行う。
【００２７】
　ここで、データ信号だけでなく、制御信号に対しても、プリアンブルを用いた伝搬路推
定結果に基づく復調が行われるが、空間多重されているデータ信号と空間多重されていな
い制御信号では、基地局側での空間多重処理も考慮した等価的な伝搬路が異なるため、そ
れぞれの復調に用いる伝搬路を推定するためのプリアンブルを別々に用意するものとする
。具体的には、データ信号に乗算したものと同じ送信ウェイトを乗算して送信するプリア
ンブルと、そのような乗算処理は施さずに送信を行うプリアンブルを用意し、前者をデー
タ信号復調用のプリアンブル、後者を制御信号復調用のプリアンブルとして用いる。但し
、データ信号を復調するために用いられるプリアンブルは、データ信号と同じ送信ウェイ
トが乗算されて送信されるものの、複数のアンテナから送信される際に空間多重されず、
時間領域や周波数領域等で直交化されて送信されるものとする。また、拡散符号を用いて
符号領域で直交化する構成としてもよい。
【００２８】
　各端末では、このようなプリアンブルをそれぞれ用いて、制御信号とデータ信号の復調
に用いる伝搬路推定値を算出し、まずは制御信号の復調を行う。先に述べたように、制御
信号にはデータ信号の宛先となる端末のＩＤ等が含まれており、各端末は、復調した制御
信号内に自身のＩＤが含まれていれば後続のデータ信号を復調し、自身のＩＤが含まれて
いなければ、それ以降の信号を廃棄する処理を行う。
【００２９】
　ＩＥＥＥ　８０２．１１等の無線ＬＡＮシステムでは、このようにデータ信号の宛先と
なる端末ＩＤを制御信号として通知し、各端末では、通知された制御信号の復調結果に基
づいて後続の信号を復調するか否かを決定することにより、自身が宛先に含まれない場合
にもデータ信号の復調を行うことを避け、復調処理に伴う電力消費等を抑えることができ
る。
【００３０】
　このような端末ＩＤを表す情報だけでなく、本実施の形態では、データ信号の宛先とな
っている各端末が復調すべき信号がいずれの信号であるかを示す情報も制御信号として各
端末に通知する。本実施の形態では、この情報を所望信号判別用情報と呼び、図２に示す
ように各端末ＩＤの直後にそれぞれ付加するものとする。ここでは、所望信号判別用情報
としているが、後述する実施形態においては、これに限っているわけではない。従って、
各端末装置が復調すべき前記情報信号を特定する情報を復調特定情報とする。本実施形態
にあっては、復調特定情報が所望信号判別用情報ということである。
【００３１】
　本実施形態では、例えば、制御信号の先頭に端末２００ａのＩＤが挿入されている場合
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には、その直後の所望信号判別用情報は、端末２００ａが復調すべき信号の位置を示すよ
うになっており、その次に、端末２００ｂのＩＤが挿入されている場合には、その直後の
所望信号判別用情報は、端末２００ｂが復調すべき信号の位置を示すようになっている。
ここで、復調すべき信号が信号ベクトルの１番目である場合の所望信号判別用情報を００
、２番目である場合の所望信号判別用情報を０１、３番目である場合の所望信号判別用情
報を１０、４番目である場合の所望信号判別用情報を１１とすると、４端末２００ａ～２
００ｄを空間多重する場合の所望信号判別用情報は８ビットでよいこととなる。このよう
な所望信号判別用情報を制御信号に含める場合に、例えば、端末２００ａ宛の所望信号判
別用情報が１０となっている際には、端末２００ａは、複数アンテナで受信した信号に受
信ウェイトを乗算して算出された信号ベクトルのうち、３番目の信号を所望信号として復
調する。同様に、端末２００ｂ宛の所望信号判別用情報が００、端末２００ｃ宛の所望信
号判別用情報が０１、端末２００ｄ宛の所望信号判別用情報が１１となっている場合には
、端末２００ｂは１番目の信号、端末２００ｃは２番目の信号、端末２００ｄは４番目の
信号をそれぞれの所望信号として復調することとなる。
【００３２】
　このように、端末ＩＤと併せて、そのＩＤが示す端末が復調すべき信号の位置を示す情
報を制御信号として付加しておくことにより、受信ウェイト乗算後の信号ベクトルに所望
信号と非所望信号が含まれる場合にも、各端末はそれぞれの所望信号の位置を正しく把握
することが可能となり、その所望信号をそれぞれ復調することができる。
【００３３】
　ここで、本実施の形態における基地局１００の装置構成を図３に示す。但し、本実施の
形態では線形フィルタを用いた空間多重を行うシステムを対象とし、図３に示すように、
基地局１００は、上位層１０、変調部１１、送信ウェイト乗算部１２、１８、信号多重部
１３、Ｄ／Ａ部１４、無線部１５、２２、送信アンテナ部１６、プリアンブル生成部１７
、送信ウェイト算出部１９、受信部２０、Ａ／Ｄ部２１、受信アンテナ部２３から構成さ
れる。
【００３４】
　この基地局１００で線形フィルタを用いたＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送を行う場合、まず、空間
多重の対象となる各端末２００ａ～２００ｄからフィードバックされる伝搬路情報（ＣＳ
Ｉ：Channel State Information）を受信アンテナ部２３で受信し、無線部２２において
受信信号をＡ／Ｄ変換可能な周波数に変換し、Ａ／Ｄ部２１でアナログ信号からディジタ
ル信号に変換した後、受信部２０で復調等を行い、フィードバックされた伝搬路情報を得
る。但し、各端末２００ａ～２００ｄからフィードバックされる伝搬路情報は、基地局１
００の送信アンテナ１６－１～１６－４と各端末２００ａ～２００ｄにおいて空間多重の
対象となるアンテナとの間の伝搬路である。ここで、各端末２００ａ～２００ｄから基地
局１００へのアップリンクの伝送方法はどのような伝送方法を用いてもよく、図３では受
信アンテナ２３が１つのみとなっているが、複数の受信アンテナを備え、アップリンクの
ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送を行う構成としてもよい。
【００３５】
　このように得られた各端末２００ａ～２００ｄにおける伝搬路情報は送信ウェイト算出
部１９へ入力され、ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送を行うために必要な送信ウェイトの算出が行われ
る。具体的には、まず各端末２００ａ～２００ｄにおける伝搬路情報から伝搬路行列Ｈを
生成し、生成した伝搬路行列Ｈを用いて、以下の送信ウェイトＰＭＭＳＥを算出する。
【００３６】
【数３】

【００３７】
　但し、ξは平均雑音電力対信号電力比であり、Ｉｋ×ｋはｋ行ｋ列の単位行列を示して
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いる。このように算出された送信ウェイトは送信ウェイト乗算部１２，１８に入力され、
また、伝搬路行列Ｈを生成する際の各端末２００ａ～２００ｄの伝搬路情報の並べ方に関
する情報が上位層１０に入力される。この情報は、各端末２００ａ～２００ｄからフィー
ドバックされた伝搬路情報を用いて伝搬路行列Ｈを生成する際に、どの端末からフィード
バックされた伝搬路情報を行列の何行目に配置したかを示す情報であり、例えば、Ｈ＝［
Ｈ２１

Ｔ　Ｈ３１
Ｔ　Ｈ１１

Ｔ　Ｈ４１
Ｔ］Ｔとなる場合には、端末２００ｂ，２００ｃ

，２００ａ，２００ｄの順番で伝搬路情報が並べられたことを示す情報を上位層１０に入
力することとなる。
【００３８】
　上位層１０では、データ信号の宛先となる端末ＩＤと、そのＩＤの端末が復調すべき信
号の位置を示す制御信号、及び各端末宛の個別のデータが生成され変調部１１に入力され
る。但し、図３の変調部１１に入力される５つの系統のうち、最も上の系統には制御信号
が入力され、残りの４つの系統には、送信ウェイト算出部１９から通知された伝搬路行列
の構成順に応じたデータがそれぞれ入力されることとなる。つまり、先に述べた例と同様
、端末２００ｂ，２００ｃ，２００ａ，２００ｄの順番で伝搬路情報が並べられて伝搬路
行列が構成されている場合には、端末２００ｂ宛、２００ｃ宛、２００ａ宛、２００ｄ宛
の順番で、４つの系統の上からデータが入力される。そして、変調部１１では、入力され
たディジタルデータに対して変調を行い、ＱＰＳＫや１６ＱＡＭといった変調信号が生成
される。
【００３９】
　変調部１１において変調された信号は、送信ウェイト乗算部１２と信号多重部１３に入
力される。ここで、送信ウェイト乗算部１２に入力されるのは、空間多重されて伝送され
る各端末宛の個別データを変調した信号であり、信号多重部１３に入力されるのは、空間
多重されず、各端末共通に通知される制御信号を変調した信号である。変調されたデータ
信号を入力された送信ウェイト乗算部１２では、送信信号と送信ウェイトの乗算が行われ
、その結果が信号多重部１３に入力される。但し、この時、アンテナ１６－ｉから送信す
べき信号は信号多重部１３－ｉへ入力される。
【００４０】
　先に述べたように、本実施の形態では、伝搬路推定用のプリアンブルとして、データ信
号用の伝搬路推定と制御信号用の伝搬路推定に用いられる２通りを設けるものとしており
、前者はプリアンブル生成部１７で生成された既知の系列に、データ信号に乗算したもの
と同じ送信ウェイトを送信ウェイト乗算部１８で乗算したものとなっている。そして、送
信ウェイトを乗算されたプリアンブルは、送信ウェイト乗算部１８から信号多重部１３へ
入力される。また、後者は、送信ウェイトの乗算が行われないため、プリアンブル生成部
１７から直接信号多重部１３へ入力されることとなる。
【００４１】
　これらの信号が入力された信号多重部１３では、各端末宛の個別のデータ信号と制御信
号、プリアンブルが多重され、図２に示すようなフレームが生成される。但し、本実施の
形態では、制御信号はアンテナ１６－１からのみ送信される構成となっており、その復調
に用いられるプリアンブルも同様にアンテナ１６－１からのみ送信されるため、これらは
信号多重部１３－１でのみ多重されることとなる。このように信号多重部１３において生
成された図２に示すような送信フレームは、Ｄ／Ａ部１４においてディジタル信号からア
ナログ信号に変換され、無線部１５において無線送信可能な周波数に変換された後、送信
アンテナ部１６からそれぞれ送信される。
【００４２】
　このような構成とし、データ信号の宛先を示す端末のＩＤと共に、そのＩＤの端末が復
調すべき信号の位置を示す情報を制御信号とし、これらの制御信号と、空間多重したデー
タ信号とを伝送することにより、各端末がそれぞれ複数の受信アンテナで受信した信号を
ＭＭＳＥ合成する場合に、合成後の信号ベクトルにおいて各端末がそれぞれ復調すべき信
号の位置を通知することが可能となり、各端末が自身宛の信号を復調することができる。
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【００４３】
　以上のように基地局において処理された信号を受信する各端末の装置構成を次に示す。
本実施の形態における端末２００の装置構成を図４に示す。図４に示すように、本実施の
形態における端末２００は、受信アンテナ部３０、無線部３１、４１、Ａ／Ｄ部３２、信
号分離部３３、伝搬路推定部３４、伝搬路補償部３５、ＭＭＳＥ合成部３６、復調部３７
、上位層３８、送信部３９、Ｄ／Ａ部４０、送信アンテナ部４２から構成される。
【００４４】
　この端末２００では、図３に示す基地局１００から送信された信号をまず受信アンテナ
部３０で受信し、無線部３１において受信信号をＡ／Ｄ変換可能な周波数に変換し、Ａ／
Ｄ部３２でアナログ信号からディジタル信号に変換した後、受信信号を信号分離部３３に
入力する。信号分離部３３では、図２に示すようにフレーム化された信号を分離する。具
体的には、プリアンブルを伝搬路推定部３４へ、制御信号を伝搬路補償部３５へ、データ
信号をＭＭＳＥ合成部３６へそれぞれ分離して入力する。但し、本実施の形態では、空間
多重されていない制御信号については、受信アンテナ部３０－１で受信した信号のみを復
調して取得するものとし、信号分離部３３－２では、制御信号の伝搬路推定用に付加され
たプリアンブルと制御信号は廃棄されるものとする。
【００４５】
　信号分離部３３から入力されたプリアンブルを基に、伝搬路推定部３４では伝搬路の推
定が行われる。但し、伝搬路推定部３４－１では、制御信号復調用とデータ信号復調用の
プリアンブルの両方による伝搬路推定が行われ、伝搬路推定部３４－２では、データ信号
復調用のプリアンブルのみによる伝搬路推定が行われる。この時、制御信号復調用のプリ
アンブルには送信ウェイトが乗算されていないため、このプリアンブルを用いて推定され
る伝搬路は、基地局の送信アンテナ部１６－１と各端末の受信アンテナ部３０－１との間
の伝搬路となり、この推定結果は伝搬路補償部３５へ入力される。また、データ信号復調
用のプリアンブルには送信ウェイトが乗算されているため、端末ｍの伝搬路推定部３４－
ｎで推定される伝搬路はＨｍｎＰとなり、この推定結果はＭＭＳＥ合成部３６へ入力され
る。
【００４６】
　伝搬路補償部３５では、制御信号の伝搬路補償が行われ、伝搬路補償された制御信号は
復調部３７に入力される。そして、復調部３７において制御信号の復調が行われ、復調さ
れた制御信号は上位層３８に入力されて、基地局１００から通知された端末ＩＤと所望信
号判別用情報が得られる。上位層３８では、基地局１００から通知された複数の端末ＩＤ
に、自身のＩＤが含まれているか否かを判断し、自身のＩＤが含まれていれば、その直後
に付加されている所望信号判別用情報を復調部３７に通知する。一方、制御信号の中に自
身のＩＤが含まれていない場合には、データ信号の復調処理を停止し、受信信号を全て廃
棄するよう復調部３７に指示する。
【００４７】
　このような制御信号への処理に対し、２つのアンテナでそれぞれ受信されたデータ信号
はＭＭＳＥ合成部３６において合成される。具体的には、端末ｍの２つのアンテナで受信
される受信信号ベクトルｙｍ＝［ｙｍ１

　ｙｍ２］Ｔに、次式で表される受信ＭＭＳＥウ
ェイトを乗算して合成を行う。
【００４８】
【数４】

【００４９】
　但し、Ｈｍ＝［Ｈｍ１

Ｔ　Ｈｍ２
Ｔ］Ｔである。

【００５０】
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　このような受信ウェイトを乗算されて合成された信号はベクトルとなり、復調部３７へ
入力される。データ信号ベクトルを入力された復調部３７では、先に述べたように、制御
信号の中に自身のＩＤが含まれていなければ、復調処理は行わず、入力されたデータ信号
ベクトルを廃棄する。また、制御信号の中に自身のＩＤが含まれている場合には、上位層
３８から、自身の所望信号の位置を示す所望信号判別用情報が入力されるため、得られた
信号ベクトルのうち、所望信号判別用情報が示す信号のみを抽出して復調処理を行う。そ
して、復調された信号は上位層３８へ出力され、基地局１００から送信された所望の信号
を得ることができる。
【００５１】
　また、本実施の形態における端末装置２００では、基地局１００へ伝搬路情報（ＣＳＩ
）をフィードバックする必要があるが、これは、伝搬路推定部３４－１で推定された伝搬
路に関する情報を送信部３９へ入力し、Ｄ／Ａ部４０、無線部４１を経由して送信アンテ
ナ部４２から基地局１００に向けて送信される。このことから、本実施の形態では、基地
局１００において空間多重される対象となるアンテナが各端末のアンテナ３０－１となり
、アンテナ３０－２に対する空間多重は行われないこととなる。また、本実施の形態では
、ＣＳＩの測定は、送信ウェイトの乗算は行われず、各アンテナから互いに直交するよう
に送信されるプリアンブルを用いて行われ、図２に示すフレームとは異なる構成のフレー
ムにおいて測定するものとする。
【００５２】
　以上のような端末の構成とすることにより、基地局における空間多重の対象となってい
るアンテナ３０－１と、対象となっていないアンテナ３０－２の２つのアンテナで受信さ
れた信号をＭＭＳＥ合成し、合成後の信号ベクトルのうち、自身宛の所望信号を抽出し復
調することができる。このような処理により、１つのアンテナで受信した信号を復調する
場合に比べ、良好な受信特性を得ることができる。
【００５３】
　ここで、本実施の形態では、図２に示すフレームに含まれる制御信号は空間多重されな
いものとしているが、これとは異なり、制御信号にも送信ウェイトが乗算され、空間多重
されて伝送される構成としてもよい。このような場合には、複数の端末のうち、空間多重
された端末しか制御信号を復調できないが、制御信号を復調できなかった端末は、そのフ
レームに自身宛のデータ信号が含まれていないものと判断して信号を廃棄する。一方、制
御信号を復調でき、自身のＩＤが得られた端末は、そのフレームに自身宛のデータ信号が
含まれているため、端末ＩＤと共に復調した所望信号判別用情報を基に、受信ウェイト乗
算後のデータ信号の中から自身宛の信号を抽出し、その所望信号を復調する。このような
処理を行うことにより、制御信号が空間多重されて伝送される場合にも、２つのアンテナ
で受信された信号をＭＭＳＥ合成し、合成後の信号ベクトルのうち、自身宛の所望信号を
抽出し復調することができる。
【００５４】
　また、本実施の形態における制御信号は、各端末ＩＤの直後に、そのＩＤを有する端末
が復調すべき所望信号の位置を示す情報をそれぞれ付加し、端末ＩＤと所望信号判別用情
報が交互に配置される構成となっていたが、送受信機間で既知のフォーマットであればよ
く、この構成に限らない。例えば、複数の端末ＩＤを連続して配置し、その後に所望信号
判別用情報を連続して配置する構成としてもよい。さらに、空間多重される端末の数に応
じて、制御情報として各端末に通知すべき信号の量が変化することもあり、そのような場
合に高効率な通信を実現するために、図２に示す制御信号を可変長としてもよい。制御信
号を可変長とする場合には、制御信号長を端末に通知する別の制御情報が必要となり、各
端末は、この制御情報長を示す情報を得ることにより、適応的に変化する制御情報の長さ
を把握し、端末ＩＤや所望信号判別用情報をフレームから適切に抽出することができる。
制御情報長を示す情報としては、制御情報のシンボル長や、空間多重される端末数等が挙
げられる。また、単一の端末宛のみに信号が伝送される、つまりＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が行
われない場合には、所望信号判別用情報は不要となるため、所望信号判別用情報を削除す
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ることにより伝送効率の低下を防ぐことができる。
【００５５】
　さらに、本実施の形態では無線ＬＡＮシステムを対象として、各端末がそれぞれ復調す
べき所望信号の位置を示す情報をフレームに挿入して基地局から明示的に通知する方法に
ついて示したが、この方法は無線ＬＡＮシステムに限らず、セルラシステム等にも適用可
能である。セルラシステムにおいては、時間や周波数で区切られた無線リソースを基地局
が多数の端末にそれぞれ割り当てて、割り当てたリソースを用いて基地局と各端末との通
信が行われるが、データ送受信に先立って、まずはリソース割り当ての情報を基地局から
端末に通知する必要がある。このリソース割り当て情報は、図２に示すように、データ信
号と同じフレームで伝送される場合や、異なるリソースで伝送される場合があり、また、
複数の端末で復調できるように伝送される場合や、リソースを割り当てられた個別の端末
しか復調できないように伝送される場合もある。このような様々な場合においても、リソ
ースを割り当てられた端末を特定するＩＤ等の情報と共に、先に述べた所望信号判別用情
報を制御情報として各端末に通知することにより、各端末は、ＭＭＳＥ合成後の信号ベク
トルのうち、自身宛の所望信号を抽出し復調することができる。
【００５６】
　また、本実施の形態では、基地局において用いられる送信ウェイトの算出をＭＭＳＥ基
準により行うものとしたが、これに限らず、ＺＦ（Zero Forcing）基準等により行っても
よいし、予め決められたコードブックと呼ばれるウェイトを用いる構成としてもよい。ま
た、線形送信ウェイトを用いたＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送だけでなく、非線形処理を含む空間多
重方法を用いるＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送を行う場合にも適用可能である。ここで、非線形処理
を含むＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送としては、ＴＨＰ（Tomlinson Harashima Precoding）を用い
たＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が挙げられる。ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送は、線形の送信ウェイ
トにより端末間での干渉の一部を除去し、残りの干渉を所望信号から減算することにより
、複数の端末宛の信号を同一リソースで伝送することにより生じる干渉を除去する構成と
なっており、干渉の減算に起因する送信電力の増大をＴＨＰにより抑圧することで、電力
効率に優れた空間多重を実現することができる。このＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送を行う
ためには、図３に示す基地局に、干渉減算機能や電力を抑圧するためのｍｏｄｕｌｏ演算
機能等を追加する必要があるが、先に述べた線形ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送と同じく、各端末が
復調すべき信号の位置を示す情報を制御情報に付加しておくことにより、各端末へ所望信
号の位置をそれぞれ通知することが可能となる。また、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送され
た信号を受信する端末は、図４に示す構成に、ｍｏｄｕｌｏ演算機能を追加するだけで実
現可能である。但し、ＭＭＳＥ合成部３６において用いられる受信ＭＭＳＥウェイトは次
式で表される。
【００５７】
【数５】

【００５８】
　ここで、Ｒｖは送信信号ベクトルの共分散行列を、Ｆは基地局側で減算される干渉に乗
算される係数を表す行列を示している。この式（５）で表される受信ウェイトを受信信号
に乗算して受信信号を合成し、基地局から通知された所望信号判別用情報に基づいて、合
成後の信号ベクトルから所望信号を抽出し、抽出した信号にｍｏｄｕｌｏ演算を施した後
に復調を行うことにより、端末固有の所望信号をそれぞれ得ることが可能となる。
【００５９】
　さらに、式（４）や式（５）で表される受信ウェイトは行列であるが、これまでに述べ
てきたように、本実施の形態における各端末の所望信号は、受信ウェイト乗算後の信号ベ
クトルのいずれかの成分のみであるため、行列で表される受信ウェイトを受信信号に乗算
する必要はなく、行列のいずれかの行成分のみを抽出したベクトルを受信信号に乗算する
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ことによっても所望信号を得ることができる。この時、いずれの行成分を用いて受信信号
を合成するかの判断を、所望信号判別用情報に基づいて行えばよい。例えば、自身が復調
すべき所望信号の位置が一番目という所望信号判別用情報を端末が受信した場合には、式
（４）や式（５）で表される行列の一行目を用いて受信信号の合成を行い、自身が復調す
べき所望信号の位置が二番目という所望信号判別用情報を端末が受信した場合には、式（
４）や式（５）で表される行列の二行目を用いて受信信号の合成を行うといった判断を行
うこととなる。
【００６０】
　また、本実施の形態では、シングルキャリア伝送を対象とした例について示したが、本
発明はマルチキャリア伝送を行うシステムにも適用可能である。マルチキャリア伝送シス
テムに適用する場合には、送信ウェイトの算出等をサブキャリア毎に行ってもよいし、幾
つかのサブキャリアをグループ化した単位で行ってもよい。また、マルチキャリア伝送シ
ステムでは、異なるサブキャリアにプリアンブルを配置し、周波数領域で直交化して送信
することもできる。このようなマルチキャリア伝送システムでは、基地局及び端末にＩＦ
ＦＴ（Inverse Fast Fourier Transform）部、ＦＦＴ部、ＧＩ（Guard Interval）挿入部
等が必要になる。
【００６１】
　さらに、本実施の形態では、制御信号と、その復調に利用する伝搬路推定用のプリアン
ブルを１つのアンテナからのみ送信するものとしていたが、これに限らず、基地局が有す
る複数のアンテナから制御信号並びにその伝搬路推定用のプリアンブルを送信する構成と
してもよい。
【００６２】
　また、本実施の形態では、送信されるデータ信号に誤り訂正符号化が施されていなかっ
たが、これに限らず、基地局において誤り訂正符号化を施して、端末で復号を行う構成と
してもよい。
【００６３】
　（第二の実施形態）
　第一の実施形態では、各端末がそれぞれ復調すべき所望信号の位置を所望信号判別用情
報として基地局から明示的に通知する構成について示したが、所望信号判別用情報を明示
的に通知するのではなく、他の制御情報と共通化する構成としてもよく、本実施の形態で
は、このような復調特定情報の例について示す。
【００６４】
　本実施の形態におけるフレームフォーマットを図５に示す。但し、本実施の形態におい
ても、第一の実施形態と同様に、無線ＬＡＮシステムにおけるフレームを簡略化したもの
を対象として説明を行う。図５に示すように、本実施の形態では、制御信号に所望信号判
別用情報は含まれておらず、所望信号判別用情報の明示的な通知は行わない。しかし、各
端末が復調すべき信号の位置をそれぞれ通知する必要があるため、制御信号に含まれる端
末ＩＤの順番と所望信号判別用情報を関連付けておき、端末ＩＤの記載順を各端末が把握
することにより、自身が復調すべき信号の位置を検出することができるような構成とする
。
【００６５】
　具体的には、例えば、複数アンテナで受信した信号に受信ウェイトを乗算して算出され
た信号ベクトルのうち、端末２００ａは３番目の信号を、端末２００ｂは１番目の信号を
、端末２００ｃは２番目の信号を、端末２００ｄは４番目の信号をそれぞれの所望信号と
して復調すべき場合には、図５に示すように、端末ＩＤを端末２００ｂ、端末２００ｃ、
端末２００ａ、端末２００ｄの順番に制御信号として含めるようにする。基地局１００が
このような制御信号を送信し、各端末２００ａ～２００ｄに通知することにより、各端末
２００ａ～２００ｄでは、自身の端末ＩＤが制御信号の何番目に記載されているかを把握
することにより、自身が復調すべき信号の位置を検出することができる。例えば、図５に
示すフレームを受信した端末２００ａでは、制御信号を復調し、自身の端末ＩＤが制御信
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号の３番目に記載されていることを把握することにより、ＭＭＳＥ合成後の信号ベクトル
のうち、３番目の信号が所望信号であることを把握することができ、所望信号の復調が可
能となる。
【００６６】
　このように、各端末がそれぞれ復調すべき所望信号の位置を所望信号判別用情報として
基地局から明示的に通知する必要はなく、端末ＩＤ等、他の制御情報の配置、順番等を工
夫することにより所望信号判別用情報を表すことが可能となる。これにより、端末位置情
報が削除可能となるため、制御情報が増大することによる伝送効率の低下を防ぐことがで
きる。このような場合の基地局及び端末はそれぞれ図３、図４の構成により実現すること
が可能である。
【００６７】
　本実施の形態においても、第一の実施形態と同様に無線ＬＡＮシステムを対象として説
明を行ったが、無線ＬＡＮシステムだけでなく、セルラシステム等を対象としてもよい。
先に述べたように、セルラシステムにおいては、時間や周波数で区切られた無線リソース
のリソース割り当て情報を基地局から端末に通知する必要があり、このリソース割り当て
情報の配置や順番を所望信号判別用情報に応じて変更することにより、所望信号判別用情
報を制御信号に別途付加することなく、各端末に所望信号判別用情報を通知することが可
能となる。例えば、１シンボルに１つの端末のリソース割り当て情報が含まれているよう
な場合には、図５に示す端末ＩＤと同様に、リソース割り当て情報の順番を所望信号判別
用情報と一致させておくことにより、各端末に所望信号判別用情報を通知することが可能
となる。また、リソース割り当て情報が複数の周波数チャネルに分割されて送信されるよ
うな場合には、第一の周波数チャネルでリソース割り当て情報が通知された端末は、合成
後に得られた信号ベクトルのうち１番目の信号を復調し、第二の周波数チャネルでリソー
ス割り当て情報が通知された端末は、合成後に得られた信号ベクトルのうち２番目の信号
を復調するというように、周波数チャネルと所望信号判別用情報の関係を予め定めておく
ことにより、所望信号判別用情報を明示的に伝送することなく、各端末に所望信号判別用
情報を通知することが可能となる。尚、リソース割り当て情報（所望信号判別情報）は情
報信号と多重されて伝送される必要はなく、別のリソースにて伝送される構成でもよい。
【００６８】
　本実施の形態においても、第一の実施形態と同様に、式（４）や式（５）に示す行列で
表される受信ウェイトではなく、その行列のいずれか一行で表されるベクトルを受信ウェ
イトとして用いる構成としてもよく、その場合に、いずれの行を用いるかを、他の制御情
報と共通化された所望信号判別用情報を基に判断してもよい。
【００６９】
　（第三の実施形態）
　以上の実施形態では、制御情報を基に、各端末がそれぞれ復調すべき所望信号の位置を
把握する構成としていたが、制御情報とは異なる信号を基に所望信号の位置を推定する構
成としてもよく、本実施の形態では、このような復調特定情報の例について示す。
【００７０】
　本実施の形態におけるフレームフォーマットを図６に示す。但し、図６に示すフレーム
内の制御信号には、データ信号の宛先となる端末のＩＤは含まれているものの、各端末が
復調すべき信号の位置を示す所望信号判別用情報は含まれておらず、さらに、第二の実施
形態のように端末ＩＤの記載順等が所望信号判別用情報を示しているということもないも
のとする。
【００７１】
　また、図６より、プリアンブルとして、＃０から＃４までの５つのプリアンブル（シン
ボル）が含まれていることがわかる。これは、第一の実施形態において述べたように、送
信ウェイトが乗算されていない制御信号を復調するためのプリアンブルと、送信ウェイト
が乗算されているデータ信号を復調するためのプリアンブルが別々に必要であり、さらに
、データ信号を復調するために用いられるプリアンブルは空間多重されず、時間領域や周
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波数領域等で直交化されて送信されるものとしているためである。ここでは、それらのプ
リアンブルが時間領域で直交化されている例について示しており、＃０は制御信号復調用
のプリアンブルを、＃１から＃４まではデータ信号復調用のプリアンブルをそれぞれ示し
ている。但し、＃１は送信ウェイト乗算部１８への入力が［１　０　０　０］Ｔ、＃２は
送信ウェイト乗算部１８への入力が［０　１　０　０］Ｔ、＃３は送信ウェイト乗算部１
８への入力が［０　０　１　０］Ｔ、＃４は送信ウェイト乗算部１８への入力が［０　０
　０　１］Ｔとなっているプリアンブルであり、送信ウェイト乗算部１８において、デー
タ信号に乗算されるものと同じ送信ウェイトがこれらの入力プリアンブルに乗算され、送
信ウェイト乗算後のプリアンブルが全てのアンテナから送信されることとなる。このよう
なプリアンブルを送信することにより、プリアンブル同士が互いに干渉し合うことを防ぐ
ことができ、適切な伝搬路推定を行うことが可能となる。
【００７２】
　ここで、例えば、各端末における空間多重の対象となる受信アンテナをそれぞれアンテ
ナ１とし、基地局において、Ｈ＝［Ｈ２１

Ｔ　Ｈ３１
Ｔ　Ｈ１１

Ｔ　Ｈ４１
Ｔ］Ｔとして

式（３）に示す送信ウェイトを用いた伝送を行う場合には、各端末において空間多重の対
象となっている受信アンテナで観測される等価的な伝搬路行列Ｈｅｑは、以下のように表
すことができる。
【００７３】
【数６】

【００７４】
　この式（６）において、ａｍｋ及びεｍｋは基地局のアンテナｋから送信される信号が
端末ｍのアンテナ１において受信される際の等価的な伝搬路を表している。但し、ａｍｋ

は端末ｍの所望信号が等価的に経由する伝搬路を表している。また、εｍｋは式（３）に
示す送信ウェイトがＭＭＳＥ基準で求められたものであるために生じる、干渉信号が等価
的に経由する伝搬路であり、通常、ａｍｋに比べ微小な値となる。
【００７５】
　式（６）で示される等価的な伝搬路は、データ信号と、データ信号復調用に付加された
＃１から＃４までのプリアンブルが経由し、＃１から＃４までのプリアンブルは各端末に
おいて次のように受信される。まず、端末１で受信されるプリアンブルは［ε１１　ε１

２　ａ１３　ε１４］となり、端末２は［ａ２１　ε２２　ε２３　ε２４］となる。同
様に、端末３は［ε３１　ａ３２　ε３３　ε３４］となり、端末４は［ε４１　ε４２

　ε４３　ａ４４］となる。これは、端末１では＃３において高い電力を有するプリアン
ブルが受信され、端末２では＃１において高い電力を有するプリアンブルが受信されると
いうように、高い電力を有して受信されるプリアンブルのシンボルが端末毎に異なること
を示している。
【００７６】
　この高い電力を有して受信されるプリアンブルの位置は、基地局で構成された伝搬路行
列Ｈの行ベクトルの並びに依存し、そして、伝搬路行列Ｈをどのように構成するかは、各
端末が復調すべき信号位置にも対応している。したがって、各端末は、高い電力を有して
受信されるプリアンブルの位置を検出することにより、自身が復調すべき信号の位置を把
握することができる。例えば、プリアンブル＃１が高い電力を有して受信される場合には
、ＭＭＳＥ合成して得られるデータ信号ベクトルの１番目の信号を復調し、プリアンブル
＃２が高い電力を有して受信される場合には、ＭＭＳＥ合成して得られるデータ信号ベク
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トルの２番目の信号を復調するといった処理を各端末が行うこととなる。
【００７７】
　このような処理により、各端末が復調すべき信号の位置が制御情報によって通知されな
い場合でも、端末は自身が復調すべき信号の位置を推定することができ、これは、データ
信号と同じ送信ウェイトを乗算したプリアンブルにより所望信号判別用情報を代用可能で
あるということができる。
【００７８】
　このような処理を行う端末の装置構成を図７に示す。図７に示す端末装置は、図４に示
す端末装置とほぼ同じだが、伝搬路推定部３４－１からプリアンブル＃１～＃４の受信電
力に関する情報が復調部３７に入力される構成となっている。復調部３７では、プリアン
ブル＃１～＃４の受信電力を基に、自身が復調すべき信号の位置を把握し、ＭＭＳＥ合成
後の信号ベクトルから所望信号を抽出して復調を行う。このような構成とすることにより
、各端末が復調すべき信号の位置が制御情報によって通知されない場合でも、端末は自身
が復調すべき信号の位置を推定することが可能となる。
【００７９】
　ここで、本実施の形態では、データ信号復調用のプリアンブルは時間領域において直交
化されているが、これに限らず、マルチキャリア伝送システムに適用される場合等は、異
なるサブキャリアにプリアンブル＃１～＃４を配置する構成としてもよい。
【００８０】
　このように、データ信号復調用のプリアンブルを用いて、各端末が復調すべき信号の位
置を推定する方法は、第一の実施形態においても触れたＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送にも
適用可能である。但し、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が行われる場合に、各端末において
空間多重の対象となっている受信アンテナで観測される等価的な伝搬路行列Ｈｅｑは、以
下のように表される。
【００８１】
【数７】

【００８２】
　先に述べたように、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送は、線形の送信ウェイトにより端末間
での干渉の一部を除去し、残りの干渉を所望信号から減算することにより、複数の端末宛
の信号が互いに干渉し合うのを防ぐ構成となっており、式（７）のｂｍｋが、基地局にお
いて減算される干渉が経由する伝搬路を表している。このｂｍｋはεｍｋに比べ大きな値
となり、ａｍｋと比べても大差ない値となることもあるため、幾つかの端末では、高い電
力を有するプリアンブルが複数受信されることとなり、線形ウェイトによるＭＵ‐ＭＩＭ
Ｏ伝送を行う場合のように、高い電力を有するプリアンブルの位置を検出するだけでは、
復調すべき信号の位置を把握することはできない。しかし、高い電力で受信されるプリア
ンブルの数が端末毎に異なるため、その位置だけでなく数も考慮することにより、端末は
自身が復調すべき信号の位置を推定することが可能となる。
【００８３】
　具体的には、端末１で受信されるプリアンブルは［ｂ１１　ｂ１２　ａ１３　ε１４］
となり、プリアンブル＃１～＃３において高い電力を有して受信されるため、ＭＭＳＥ合
成して得られるデータ信号ベクトルの３番目の信号を復調し、端末２は［ａ２１　ε２２

　ε２３　ε２４］となり、プリアンブル＃１においてのみ高い電力を有して受信される
ため、ＭＭＳＥ合成後のデータ信号ベクトルの１番目の信号を復調するといった処理とな
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る。このような処理を行うことにより、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が行われる場合にも
、データ信号復調用のプリアンブルを基に、各端末が復調すべき信号の位置を推定するこ
とができる。
【００８４】
　また、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が行われる場合には、各端末において空間多重の対
象となっているアンテナにおける伝搬路の状態によって、送信する信号ベクトルを適応的
に入れ替えるという処理が行われることがある。これは、基地局で構成される伝搬路行列
Ｈに対して、送信信号ベクトルと全端末の受信信号を合わせた受信信号ベクトルの誤差が
最小となるように、式（５）に示す線形ウェイトＰや、干渉に乗算される係数行列Ｆ、送
信信号ベクトルの順序等を決定することを意味している。端末ｍ宛の送信信号をｓｍとし
、このような適応的な制御を行うと、Ｈ＝［Ｈ２１

Ｔ　Ｈ３１
Ｔ　Ｈ１１

Ｔ　Ｈ４１
Ｔ］

Ｔのように基地局において伝搬路行列が構成される場合であっても、送信信号ベクトルは
［ｓ１

　ｓ４
　ｓ２

　ｓ３］Ｔや［ｓ４
　ｓ２

　ｓ３
　ｓ１］Ｔというように適応的に順

序が入れ替えられる。
【００８５】
　このような制御が行われる場合には、各端末において空間多重の対象となっている受信
アンテナで観測される等価的な伝搬路行列Ｈｅｑは、例えば、以下のように表される。
【００８６】
【数８】

【００８７】
　この時の送信信号ベクトルは、［ｓ１

　ｓ４
　ｓ２

　ｓ３］Ｔとなる。このような場合
に、端末２で受信されるプリアンブルは［ｂ２１　ｂ２２　ａ２３　ε２４］となり、プ
リアンブル＃１～＃３において高い電力で受信されることとなる。しかし、基地局におい
て構成された伝搬路行列Ｈでは、端末２宛の伝搬路が１行目に配置されていることから、
ＭＭＳＥ合成して得られるデータ信号ベクトルの１番目の信号を復調する必要がある。こ
のことから、高い電力で受信されるプリアンブルの数と、自身が復調すべき信号の位置は
必ずしも一致しないこととなり、先に述べた手法は適用できないこととなる。
【００８８】
　ここで、ＴＨＰ　ＭＵ‐ＭＩＭＯ伝送が行われる場合には、各端末では式（５）に示す
ような受信ウェイトを乗算する必要があるため、基地局から各端末へ行列Ｆを通知しなけ
ればならない。但し、行列Ｆが式（８）に示す行列のｂｍｋ以外の成分をゼロとしたもの
で表される。
【００８９】

【数９】

【００９０】
　これより、各端末では、通知された行列Ｆと、高い電力で受信されるプリアンブルの数



(17) JP 5554150 B2 2014.7.23

10

20

30

40

50

を併せて考慮することにより、自身が復調すべき信号の位置を把握することが可能となる
。具体的には、各端末において高い電力で受信されるプリアンブル数から１を減算した数
の非ゼロの要素を有する行ベクトルが、通知された行列Ｆの何行目となっているかを検出
すればよい。例えば、端末２では３つのプリアンブルが高い電力で受信されるため、非ゼ
ロの要素数が２となる行列Ｆの行番号を検出する。これは、式（９）の１行目であるため
、基地局において構成された伝搬路行列Ｈでは、端末２宛の伝搬路が１行目に配置されて
いるものと推定できる。したがって、端末２では、ＭＭＳＥ合成して得られるデータ信号
ベクトルの１番目の信号を復調する処理ができる。同様に、プリアンブル＃１のみが高い
電力で受信される端末１では、非ゼロの要素数が０となる行列Ｆの行番号を検出する。こ
れは、式（９）の３行目であるため、基地局において構成された伝搬路行列Ｈでは、端末
１宛の伝搬路が３行目に配置されているものと推定できる。したがって、端末１では、Ｍ
ＭＳＥ合成して得られるデータ信号ベクトルの３番目の信号を復調する処理ができる。以
上のような処理を行うことにより、各端末において空間多重の対象となっているアンテナ
における伝搬路の状態によって、送信する信号ベクトルを適応的に入れ替えるという処理
が行われる場合にも、ＭＭＳＥ合成後のデータ信号ベクトルのうち、自身が復調すべき信
号の位置を各端末が把握することが可能となる。
【００９１】
　また、本実施の形態においても、第一、第二の実施形態と同様に、式（４）や式（５）
に示す行列で表される受信ウェイトではなく、その行列のいずれか一行で表されるベクト
ルを受信ウェイトとして用いる構成としてもよく、その場合に、いずれの行を用いるかを
、受信したプリアンブルを基に判断してもよい。
【００９２】
　尚、以上の実施形態では、図１に示すように、各端末が有する複数の受信アンテナのう
ちのいずれかを空間多重の対象として、それらの対象となるアンテナで受信される信号に
対するユーザ間干渉が抑圧されるように基地局で送信処理を行うＭＵ‐ＭＩＭＯシステム
を対象として説明を行ったが、基地局での空間多重処理方法に依らず、端末が複数の受信
アンテナで受信された信号をＭＭＳＥ合成して所望信号を得る受信処理を行う場合に本発
明は適用可能である。
【００９３】
　また、本発明に関わる移動局装置および基地局装置で動作するプログラムは、本発明に
関わる上記実施形態の機能を実現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュ
ータを機能させるプログラム）である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その
処理時に一時的にＲＡＭに蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤに格納され、必要に応
じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。プログラムを格納する記録
媒体としては、半導体媒体（例えば、ＲＯＭ、不揮発性メモリカード等）、光記録媒体（
例えば、ＤＶＤ、ＭＯ、ＭＤ、ＣＤ、ＢＤ等）、磁気記録媒体（例えば、磁気テープ、フ
レキシブルディスク等）等のいずれであってもよい。また、ロードしたプログラムを実行
することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムの指
示に基づき、オペレーティングシステムあるいは他のアプリケーションプログラム等と共
同して処理することにより、本発明の機能が実現される場合もある。
【００９４】
　また市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させた
り、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送した
りすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれる。ま
た、上述した実施形態における移動局装置および基地局装置の一部、または全部を典型的
には集積回路であるＬＳＩとして実現してもよい。移動局装置および基地局装置の各機能
ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積してプロセッサ化
してもよい。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサ
で実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が
出現した場合、当該技術による集積回路を用いることも可能である。
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【００９５】
　以上、この発明の実施形態を、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実
施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請求の
範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００９６】
１０　上位層
１１　変調部
１２，１８　送信ウェイト乗算部
１３　信号多重部
１４　Ｄ／Ａ部
１５　無線部
１６　送信アンテナ部
１７　プリアンブル生成部
１８　送信ウェイト乗算部
１９　送信ウェイト算出部
２０　受信部
２１　Ａ／Ｄ部
２２　無線部
２３　受信アンテナ部
３０　受信アンテナ部
３１　無線部
３２　Ａ／Ｄ部
３３　信号分離部
３４　伝搬路推定部
３５　伝搬路補償部
３６　合成部
３７　復調部
３８　上位層
３９　送信部
４０　Ｄ／Ａ部
４１　無線部
４２　送信アンテナ部
１００　基地局
２００　端末
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